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京都府終身建物賃貸借事業認可等事務処理要領  

 

（目的） 

第１条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法

律第 26 号。以下「法」という｡）及び高齢者の居住の安定確保に関する

法律施行規則（平成 13 年国土交通省令第 115 号。以下「規則」という。）

に基づく終身建物賃貸借制度に関する事務の取扱いについて必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（事業の認可の申請） 

第２条 法第 52 条第１項の事業の認可を受けようとする者は、事業認可申

請書（別記第１号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の事業認可申請書には、規則第 32 条第２項各号に掲げる図書のほ

か、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

（１）  加齢対応構造等のチェックリスト（別紙） 

（２）  入居契約に係る約款（終身建物賃貸借契約書） 

（３）  その他知事が必要と認める書類 

 

（事業の認可の通知） 

第３条 知事は、法第 52 条第 1 項の規定により事業の認可をしたときは、

事業認可通知書 (別記第２号様式 )により、当該認可を受けた者に通知す

るものとする。 

２ 知事は、事業の認可をすることができないときは、事業認可ができな

い旨の通知書（別記第３号様式）により、認可を申請した者に通知する

ものとする。 

 

（事業の変更） 

第４条 事業の認可を受けた者（以下「認可事業者」という。）は、法第

56 条第１項の規定により、当該認可を受けた事業の変更（規則第 40 条

に規定する軽微な変更を除く。）をしようとするときは、事業変更認可

申請書 (別記第４号様式 )を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の事業変更認可申請書には、事業認可申請書に添付した書類のう

ち、当該変更に係る書類を添付しなければならない。 

３ 知事は、法第 56 条第２項において準用する法第 52 条第 1 項の規定に

より事業の変更の認可をしたときは、事業変更認可通知書 (別記第５号様

式 )により当該変更の認可を受けた者に通知するものとする。 

４ 知事は、事業の変更の認可をすることができないときは、事業変更の
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認可ができない旨の通知書（別記第６号様式）により、変更の認可を申

請した者に通知するものとする。 

５ 認可事業者は、規則第 40 条に規定する軽微な変更をしようとするとき

は、事業の軽微な変更届出書 (別記第７号様式 )を知事に届け出なければ

ならない。 

 

（賃貸借契約） 

第５条 法第 54 条第２号に規定する終身建物賃貸借に係る契約は、原則と

して終身建物賃貸借標準契約書により締結するものとする。 

 

（認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ） 

第６条 法第 58 条第１項の規定により知事の承認を受けようとする認可

事業者は、解約承認申請書 (別記第８号様式 )を知事に提出しなければな

らない。 

２ 前項の解約承認申請書には、解約の理由が生じたことを証する書類を

添付しなければならない。 

３ 知事は、解約の承認をしたときは、解約承認通知書（別記第９号様式）

により、当該承認を受けた者に通知するものとする。 

４ 知事は、解約の承認をすることができないときは、解約の承認ができ

ない旨の通知書 (別記第 10 号様式)により、承認の申請をした者に通知す

るものとする。 

 

（報告の徴収） 

第７条 認可事業者は、法第 66 条の規定により、毎年３月末日現在の認可

住宅（法第 57 条に規定する認可住宅をいう。以下同じ。）の管理の状況

について、当該年の４月末日までに管理状況報告書（別記第 11 号様式）

により知事に報告するものとする。 

 

（地位の承継） 

第８条 法第 67 条第２項の規定により地位の承継を届け出ようとする者

は、地位承継届出書(別記第 12 号様式)を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の地位承継届出書には、法第 67 条第１項の一般承継人であること

を証する書類を添付しなければならない。 

３ 法第 67 条第３項の規定により地位の承継の承認を受けようとする者

は、地位承継承認申請書 (別記第 13 号様式 )を知事に提出しなければなら

ない。 

４ 前項の地位承継承認申請書には、認可住宅の敷地の所有権その他当該
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認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得したことを証する書類を添

付しなければならない。 

５ 知事は、法第 67 条第３項の規定により、地位の承継を承認したときは、

地位承継承認通知書 (別記第 14 号様式)により、当該承認を受けた者に通

知するものとする。 

６ 知事は、地位の承継の承認をすることができないときは、地位の承継

の承認ができない旨の通知書（別記第 15 号様式）により、承認の申請を

した者に通知するものとする。 

 

 （改善命令） 

第９条 知事は、法第 68 条の規定により改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずるときは、改善命令書（別記第 16 号様式）により、認可事業者に

通知するものとする。 

 

（事業の認可の取消し） 

第 10 条 知事は、法第 69 条第１項の規定により事業の認可を取り消すと

きは、事業認可取消通知書 (別記第 17 号様式 )により、当該取消を受けた

者に通知するものとする。 

 

（事業の廃止） 

第 11 条 認可事業者は、法第 70 条第１項の規定により事業を廃止しよう

とするときは、事業廃止届出書 (別記第 18 号様式 )を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

附 則 

この要領は、令和３年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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